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開会 午前９時３０分 

 

○議長（岩城重義君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２７

年第５回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、改めましておはようございます。 

  議長より発言のお許しがございましたの

で、平成２７年第５回豊能町議会定例会の

開会に当たりまして一言御挨拶申し上げま

す。 

  豊能町ではもみじが色づいておりますけ

れども、気温は徐々に下がってきておりま

して、晩秋というよりは初冬を迎えてきて

いるというようなこういう気候の中、議員

の皆様におかれましては寒い中、また師走

の大変お忙しいところ今定例会を開催いた

だきましてまことにありがとうございます。 

  さて、今回提案させていただきます議案

につきましては、条例制定が１件、条例改

正が３件、補正予算が３件、その他２件、

専決報告が１件、専決承認３件の合計１３

件でございます。慎重に御審議いただき御

決定賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますけれども開会に当たり

ましての挨拶といたします。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２７条の規定により、１番・野村剛志

議員及び２番・管野英美子議員を指名いた

します。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月２１

日までの１５日間といたしたいと思います。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から１２月２１日

までの１５日間と決定いたしました。 

  日程第３「第６号報告 専決処分の報告

の件」を議題といたします。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  それでは、第６号報告、専決処分の件に

つきまして御報告いたします。 

  町立吉川中学校野球部の部活動中に係る

事故につきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、平成２７年１１月９

日に専決処分いたしました和解及び損害賠

償につきまして、同条第２項の規定により

御報告申し上げます。 

  本事故の概要は平成２７年７月２７日月

曜日、午後２時４５分ごろ、吉川中学校グ
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ラウンドにおきまして野球部の活動中に部

員が打った打球がフェンスを越え、相手方

所有の家屋の２階屋根がわらの一部を損傷

させたものでございます。 

  相手方は豊能町光風台５丁目１０番地の

１、内山秋雄さんです。 

  和解の内容は、町の過失割合を１００％

とし、相手方所有の家屋がわらの修理費用

１万5,０００円を損害賠償金として支払う

もので、平成２７年１１月９日に和解いた

しました。 

  以上、御報告申し上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第４「第８号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  第８号承認、専決処分事項の承認を求め

る件（豊能町議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例改正の

件）について御説明申し上げます。 

  議案書の３ページから９ページ、及び条

例の概要説明資料をごらん願います。 

  本件は、被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律、いわゆる被用者年金一元化法の一

部の規定が本年１０月１日から施行される

ことに伴い、豊能町議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

改正を行う必要が生じたため、地方自治法

第１７９条第１項の規定に基づき、同条例

の一部を改正する条例の制定を９月３０日

に専決処分しましたので、同条第３項の規

定により議会の承認を求めるものでござい

ます。 

  なお、本件に係る政令は９月３０日に出

されたため、即日専決処分したものでござ

います。 

  それでは、条例の改正内容について御説

明申し上げます。 

  附則第１０条では、同一の事由により社

会保障給付が支給される場合の調整規定を

改正するもので、傷病補償年金、障害補償

年金、遺族補償年金及び休業補償について、

当該保証の受給権者が同一の事由により厚

生年金保険法など他の法令による障害厚生

年金、遺族厚生年金等の社会保障給付が支

給される場合の併給調整を行うものでござ

います。 

  次に改正条例の附則では、この条例の施

行日を平成２７年１０月１日と定めるとと

もに経過措置を規定するものでございます。

経過措置としましては、附則第２項では傷

病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金

及び休業補償について施行日の前後におけ

る調整率の適用関係を規定し、また附則第

３項では障害に係る傷病により障害厚生年

金及び障害補償年金が支給される場合の調

整を規定するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は御起立願います。 

（全員起立） 

○議長（岩城重義君） 
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  起立全員であります。 

  よって、第８号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第５「第９号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第９号承認、専決処分事項の承認を求め

る件（職員の退職手当に関する条例改正の

件）について御説明申し上げます。 

  議案書の１０ページ、１１ページ及び条

例の概要説明資料をごらん願います。本件

につきましても第８号承認と同様の理由に

より９月３０日に専決処分しましたので議

会の承認を求めるものでございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

申し上げます。 

  年金一元化法におきまして地方公務員等

共済組合法が一部改正され、障害等級を定

めた引用条項が削除されたことから、厚生

年金保険法の相当規定に置きかえるもので

ございます。 

  なおこの条例は平成２７年１０月１日か

ら施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は御起立願います。 

（全員起立） 

○議長（岩城重義君） 

  起立全員であります。 

  よって、第９号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第６「第１０号承認 専決処分事項

の承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第１０号承認、専決処分事項の承認を求

める件（豊能町消防団員等公務災害補償条

例改正の件）について御説明申し上げます。 

  議案書の１２ページから２３ページ及び

条例の概要説明資料をごらん願います。 

  本件につきましても第８号承認及び第９

号承認と同様の理由により９月３０日に専

決処分しましたので議会の承認を求めるも

のでございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

申し上げます。 

  附則第５条では同一の事由により社会保

障給付が支給される場合の調整規定を改正

し、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補

償年金及び休業補償について当該補償の受

給権者が同一の事由により厚生年金保険法

など他の法令による障害補償年金、遺族厚

生年金等の社会給付が支給される場合の併

給調整を行うものでございます。 

  次に改正条例の附則では、この条例の施

行日を平成２７年１０月１日とするととも

に、経過措置を規定するものでございます。

経過措置としましては傷病補償年金、障害

補償年金、遺族補償年金及び休業補償につ

いて施行日の前後における調整率の適用関

係を規定するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますようよろしくお願い申し
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上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  この法律でちょっとお聞きしたいんです

けど、これは団ですよね、消防職員じゃな

しに団の補償なんですけど、これと国のい

わゆる障害とか厚生年金とかについて、関

係について、もう少し詳しく説明していた

だけませんか。といいますのは、団という

のはあくまでも全国的に地方の基礎自治体

と言ったらおかしい、自治体と言うんです

かね、むしろその自治体の中でも各地区に

よって分かれております。ところがなぜ国

がこうやって入ってくるのかちょっとわか

らないので、その点について詳しく説明願

えますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防団等の公務災害補償につきましては、

これは町の条例でございますので町独自の

制度でございます。国が介入するというも

のではございませんが、このたびの条例改

正につきましては条例の中に被用者年金一

元化法に係る部分がございましたので、被

用者年金一元化法が改正、それによりまし

て改正されたことによりまして消防団等公

務災害補償条例についてもさわる必要があ

ったというものでございまして、その引用

条項をそこに入れるがために改正が必要で

あったということでございます。国と関係

があるというものではございません。町の

独自の条例でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  当然町独自の条例なんですけど、その一

元化法という法律が通ったらなぜその関係

あるかについて聞いてるんです。ところが

本当これが消防団あるいは９号議案でも一

緒だったんですけど、私どこで聞こうかな

と思ってここまで待ったんですけど、一元

化法という法律があってなぜ国がここにか

かわってくるのかわからないんですよ。地

方自治法のね。それについて９号議案も踏

まえてちょっとお答え願えますか。あかん

かったらあかんで結構ですよ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げましたが、この条例改

正につきましては町の条例でございますの

で町独自のものでございますが、このたび

の条例改正につきましては、現行の条例に

もその年金たる補償と年金たる給付との併

給調整の規定はあるのではございますけど

も、この年金の一元化によりまして新たな

調整率を定めるというものでございます。

この年金たる補償で支給額を調整いたしま

して年金たる給付は調整をしないというも

のでございまして、調整率が変わるだけで

補償の内容とか本人が受給する額は変わら

ないというものでございまして御理解願い

たいと思いますが、その消防団員等につき

ましては先ほども申し上げたとおり国の法

律が適用されるものではございませんでし

て、あくまで町の条例が適用されるという

ことで、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  つまり、こういう豊能町の条例を適用し

て、先ほど国の厚生年金等調整するとおっ

しゃいましたね、今は回答では。これは調
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整するということは減額になるんですか、

増額になるんですか、あるいは平行になる

んですが、どっちですか。僕は減額という

調整だと思ってるんですけど、これについ

てもし間違ってるんやったら間違ってると

指摘していただけますか。調整というのは

少なからず一元化という形の中で捉えた場

合、国の制度による調整かあるいは私ども

の本当に団という細かい基礎自治体という

のか自治体のその人たちがこれ、こういう

あってはならないことで障害が起こったり

した場合に減らされるというようなことに

なるのかどうかについてお聞きしたかった

んです。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げましたが現行の条例に

も調整規定はございます。これ何で調整を

するかと言いますと、別の補償の制度で補

償を受ける場合、この条例による補償につ

いて二重に受けるということがないように

補償するというものでございまして、議員

御指摘の減額かということになると、ほか

の補償とこの条例による補償で満額を支給

するということで、条例による補償につい

てはほかの給付を受ける場合は減額をする

と、そのような調整でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は御起立願います。 

（多数起立１２：１） 

○議長（岩城重義君） 

  起立多数であります。 

  よって、第１０号承認は、原案のとおり

承認することに決定しました。 

  日程第７「第４９号議案 消防事務の委

託に伴う関係条例の整理等に関する条例制

定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４９号議案、消防事務の委託に伴う関

係条例の整理等に関する条例制定の件につ

いて御説明申し上げます。 

  議案書の２４ページから２９ページ及び

条例の概要説明資料をごらん願います。 

  本件は、平成２８年４月１日から消防事

務を箕面市に委託することに伴い、関係条

例１２本について改正または廃止するもの

でございます。 

  まず、改正する条例から御説明申し上げ

ます。 

  第１条では豊能町事務分掌条例の一部を

改正し、総務部の事務分掌に消防団に関す

る事項を追加するものでございます。 

  第２条では豊能町情報公開条例の一部を

改正し、実施機関から消防長を削除するも

のでございます。 

  第３条では豊能町個人情報保護条例の一

部を改正し、実施機関から消防長を削除す

るものでございます。 

  第４条では豊能町職員定数条例の一部を

改正し、消防機関の職員を削除するもので

ございます。 

  第５条では職員の管理職手当に関する条

例の一部を改正し、別表から消防本部の項

を削除するものでございます。 
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  第６条では一般職の職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正し、手当の種類

から消防業務手当を削除するとともに、同

手当を定めた別表を削除するものでござい

ます。 

  第８条では豊能町防災会議条例の一部を

改正し、防災会議委員から消防長を削除し、

豊能消防署長を追加するものでございます。 

  第１１条では豊能町消防賞じゅつ金条例

の一部を改正し、支給対象から豊能町に勤

務する消防職員を削除し、その他文言等を

整理するものでございます。 

  改正は以上８条例でございます。 

  次に廃止する条例でございますが、第７

条で豊能町消防関係事務手数料条例、第９

条で豊能町消防本部及び消防署の設置等に

関する条例、第１０条で豊能町消防長及び

消防署長の資格を定める条例、第１２条で

豊能町火災予防条例の４条例を廃止するも

のでございます。 

  なおこの条例は平成２８年４月１日から

施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第８「第５０号議案 豊能町税条例

改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５０号議案、豊能町税条例改正の件に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の３０ページから４１ページ及び

条例の概要説明資料をごらん願います。 

  本件は、地方税法の改正に伴い、徴税の

猶予手続の整理、整備、減免の申請期限の

緩和、町たばこ税に係る特例措置の見直し

及び原動機付自転車に係る試乗用標識の導

入等に伴い条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

  それでは主な改正点について、条例の概

要説明資料に沿って御説明いたしますので

資料をごらん願います。 

  主な改正点は６点ございます。まず１点

目は徴税の猶予手続について、国税の見直

し内容に準じて規定の整備を行うものでご

ざいます。 

  ２点目は番号法、いわゆるマイナンバー

法の施行に伴い申請等に係る書類の記載事

項に個人番号及び法人番号を追加するもの

でございます。 

  ３点目は減免申請の期限を緩和し、納期

限の７日前までから納期限までに改めるも

のでございます。 

  ４点目は原動機付自転車の試乗用標識を

導入するもので、商品である原動機付自転

車の試乗用標識に関し規定を整備するもの

でございます。 

  ５点目はサービス付高齢者向け賃貸住宅

に係る固定資産税の課税割合の特例につい

て整備を行い、平成２７年４月１日から平

成２９年３月３１日の間に新築されたもの

について特例課税を行うものでございます。 

  ６点目は旧３級品の製造たばこに係る特

例税率の見直しを行い、平成２８年４月１

日から平成３１年４月１日までの間に税率

を段階的に引き上げ１級品の水準まで引き

上げるものでございます。 

  なお、この条例の施行期日は２の番号法

対応、３の減免申請期限の緩和、５の固定

資産税の課税割合の特例については平成２

８年１月１日から、１の猶予手続の整備、

４の試乗用標識の導入、６の町たばこ税の

特例税率の見直しについては平成２８年４

月１日からでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し
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上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第９「第５１号議案 豊能町保育の

必要性の認定の基準を定める条例改正の

件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  第５１号議案、豊能町保育の必要性の認

定の基準を定める条例改正につきまして御

説明申し上げます。 

  本改正は勤労青少年福祉法の一部を改正

する法律の成立により、職業能力開発促進

法の一部が改正されることに伴い、所要の

改正を行うものでございます。 

  議案書の４２、４３ページ、資料新旧対

照表をごらんください。 

  改正の内容としましては、豊能町保育の

必要性の基準を定める条例におきまして、

第２条第８号の中で公共職業開発施設の定

義規定を引用しております職業能力開発促

進法の第１５条の６、第３項が第１５条の

７第３項に条がずれたため、豊能町保育の

必要性の基準を定める条例におきまして第

２条第８号中の第１５条の６第３項を第１

５条の７第３項に改めるものでございます。 

  御審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１０「第５２号議案 豊能町廃棄

物の減量及び適正処理等に関する条例改正

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  それでは議案書４４ページをごらんくだ

さい。 

  第５２号議案、豊能町廃棄物の減量及び

適正処理等に関する条例改正の件について

御説明申し上げます。 

  本議案はごみ減量と資源化の推進、ごみ

排出量に応じた負担の公平化、財政負担の

軽減を図るため、家庭ごみ収集のうち可燃

ごみ、不燃ごみについて有料化を導入する

ために本条例の一部を改正するものです。

条例改正の概要及び新旧対照表も合わせて

ごらんください。改正内容は議案書の４５

ページからになります。第２条では可燃ご

み、不燃ごみの用語の意義を定め、第１５

条では家庭ごみ収集の有料化により可燃ご

み及び不燃ごみを排出する方法として指定

袋で排出することを定めるものです。また

別表の種別、家庭系廃棄物取り扱い区分に

可燃ごみ及び不燃ごみを追加し、手数料を

４５リットル指定袋１袋につき４５円、３

０リットル指定袋１袋につき３０円、１５

リットル指定袋１袋につき１５円とするも

のです。 

  附則として、この条例は平成２８年８月

１日から施行するものです。 

  説明は以上です。よろしく御審議いただ

き御決定くださいますようお願いいたしま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１１「第５３号議案 指定管理者

の指定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第５３号議案、指定管理者の

指定について提案理由の説明を申し上げま

す。議案書の４７ページをごらんください。 

  豊能町立たんぽぽの家の指定管理者を地

方自治法第２４４条の２、第３項の規定に

より管理を行わせるものとして指定したい

ので、同条第６項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 
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  施設名でありますが、豊能町立たんぽぽ

の家でございます。 

  今回提案いたします指定管理者は大阪市

浪速区湊町２丁目１番５７号、社会福祉法

人産経新聞厚生文化事業団理事長、佐藤義

博氏であります。 

  当指定に関しましては、現指定管理の契

約が平成２８年３月３１日に満了すること

から、新たに指定管理者を定めるため公募

を行い、応募者が当事業団のみであったた

め指定管理者として適正であるかどうかと

いう評価を行い、その結果を受けて今回の

議会に指定管理者として上程させていただ

くものでございます。 

  指定期間は平成２８年４月１日から平成

３３年３月３１日までの５年間でございま

す。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１２「第５４号議案 大阪広域水

道企業団の共同処理する事務の変更及びこ

れに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に

関する協議について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  おはようございます。 

  それでは、第５４号議案、大阪広域水道

企業団の共同処理する事務の変更及びこれ

に伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関

する協議についての件につきまして御説明

申し上げます。 

  本件は、平成２９年４月より四条畷市、

太子町、千早赤阪村と大阪広域水道企業団

との統合に向け、大阪広域水道企業団の共

同処理する事務並びに規約の変更をするた

め、地方自治法第２８６条第１項の規定に

より、大阪広域水道企業団規約を変更する

ものでございます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  第２条の別表を別表第１と改定し、第３

条の２号、別表第２表、四条畷市、太子町、

千早赤阪村にします。地方公共団体に係る

水道事業の経営に関する事務を加えます。 

  第５条で、企業団議会の議員定数を３０

人から３３人に改定するものでございます。 

  なお、附則としまして、平成２９年４月

１日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

決定いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１３「第５５号議案 平成２７年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第５５号議案、平成２７年度豊能町一般

会計補正予算の件につきまして御説明申し

上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページをごらん

ください。 

  平成２７年度豊能町一般会計補正予算

（第５回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ２億３７３万8,００

０円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ６７億9,３２５万4,０００円とするも

のでございます。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、２ページから４ページまでの「第

１表 歳入歳出予算補正」に記載のとおり

でございます。 

  次に、第２条といたしまして繰越明許費

でございますが、５ページをお開き願いま

す。 
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  第２表に記載のとおり、ごみ有料化導入

事業、小学校社会科副読本改訂事業、耕地

災害復旧事業について翌年度に繰り越すも

のでございます。 

  次に、第３条といたしまして債務負担行

為の補正でございます。 

  ６ページの第３表に記載のとおり、保育

所及び認定こども園給食調理業務委託事業

を追加するものでございます。 

  なお、実際の業務は平成２８年度からの

開始となりますので、予算執行も平成２８

年度予算からとなるものでございます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして、まず歳出から御説明申し

上げます。 

  なお、人件費につきましては主に４月の

人事異動に伴う所要額について、議会費か

ら教育費までの給与費等を補正しておりま

す。以下、人件費を除く部分について御説

明申し上げます。 

  最初に１５ページをお開き願います。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目１

１・一般管理費の７．基金管理事務事業で

ございますが、前年度繰越金の２分の１を

財政調整基金に積み立てるものでございま

す。 

  次の目９・電子計算費の３．住民情報化

推進事業でございますが、選挙制度の改正

に伴うシステム改修に係る費用を補正する

ものでございます。 

  次に、１６ページをお開き願います。 

  目１・戸籍住民基本台帳費の３．住基ネ

ットワーク運営事業でございますが、マイ

ナンバー制度における個人番号カードの交

付に伴う事務費を補正するものでございま

す。 

  次に１８ページをお開き願います。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

１・社会福祉総務費の２．国民健康保険特

別会計事業勘定繰出金事業でございますが、

基盤安定制度に係る国府支出金の増額に伴

い同特別会計への一般会計からの繰り出し

金を補正するものでございます。 

  同じく社会福祉総務費の８．障害者自立

支援事業でございますが、障害者自立支援

給付に係る給付費及び事業確定に伴う国府

への償還金を補正するものでございます。 

  次に１２．障害児福祉事務事業と１３．

臨時福祉給付金給付事業及び１４．子育て

世代臨時特例給付金事業でございますが、

いずれも事業確定に伴い国への償還金を補

正するものでございます。 

  次に２１ページをお開き願います。 

  款４・衛生費、項２・清掃費、目１・塵

芥処理費の５．ごみ収集事業でございます

が、可燃ごみ等収集の有料化開始に伴う費

用を補正するものでございます。 

  ２２ページをお願いいたします。 

  款６・農林水産業費、項１・農業費、目

３・農業振興費の３．農業振興事業でござ

いますが、府の補助金を活用して農地中間

管理機構への農地貸付を支援する費用を補

正するものでございます。 

  次に２３ページの項２・林業費、目１・

林業総務費の３．森林整備事業でございま

すが、ナラ枯れ被害防除事業について府補

助金が当初見込みより多く交付されるため

事業面積を拡大して行うものでございます。 

  ２６ページをお願いいたします。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の３．学校園保健衛生事業で

ございますが、国保診療所に委託していた

学校医業務を他の内科医に委嘱するため予

算の組み替えを行うものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  恐れ入ります、１０ページへお戻り願い

ます。 
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  款１４・国庫支出金、項１・国庫負担金、

目１・民生費国庫負担金、節１・社会福祉

総務費国庫負担金の１．国民健康保険基盤

安定繰入金国庫負担金でございますが、国

民健康保険特別会計事業勘定繰り出し金に

係る国庫負担金でございます。 

  同じく２．障害者自立支援給付費等国庫

負担金でございますが、障害者自立支援給

付に係る国庫負担金でございます。 

  項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補

助金、節１・電子計算費国庫補助金でござ

いますが、選挙制度改正に伴うシステム改

修事業に対して交付されるものでございま

す。 

  同じく節４の戸籍住民基本台帳費国庫補

助金でございますが、マイナンバー制度に

係る個人番号カードの交付事務に対して交

付されるものでございます。 

  次に１１ページの款１５・府支出金、項

１・府負担金、目１・民生費府負担金、節

１・社会福祉総務費府負担金の１．国民健

康保険基盤安定繰入金府負担金でございま

すが、国民健康保険特別会計事業勘定繰出

金に係る府費負担金でございます。 

  同じく２．障害者自立支援給付費等府負

担金でございますが、障害者自立支援給付

費等に係る府負担金でございます。 

  項２・府補助金、目５・農林水産業費府

補助金の節２・農業振興費府補助金でござ

いますが、農地中間管理機構への農地貸付

支援事業に対して交付されるものでござい

ます。 

  同じく節５・林業総務費府補助金でござ

いますが、ナラ枯れ被害防除事業に対して

交付されるものでございます。 

  次に１２ページをお願いいたします。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整として減額する

ものでございます。 

  項２・特別会計繰入金の目１・介護保険

特別会計事業勘定繰入金でございますが、

平成２６年度事業費の確定に伴い一般会計

に繰り戻すものでございます。 

  １３ページの繰越金でございますが、前

年度からの繰越金の確定に伴うものでござ

います。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御決定賜りますようお願いいた

します。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１４「第５６号議案 平成２７年

度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第５６号議案、平成２７年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正

予算の件について提案理由を説明させてい

ただきます。 

  今回の補正は７割、５割、２割軽減とい

った応益割保険税の軽減対象者数に応じた

保険者への財政支援がこれまでの暫定措置

ではなく公費追加で恒久化されたことによ

り増額となった保険基盤安定負担金を一般

会計から繰り入れるものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,

３８１万円を増額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ３５億4,９１６万8,０００円と

するものでございます。 

  それでは歳入より御説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書の５ページをお開き

ください。 

  目１・一般会計繰入金3,３８１万円は、

国２分の１、府４分の１、合わせて４分の
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３に当たる保険基盤安定負担金を、 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  府は４分の１でございます。国２分の１、

府４分の１、合わせて４分の３に当たる保

険基盤安定負担金を受け入れた一般会計か

ら町の負担分４分の１を上乗せして負担金

の全額を国保会計に繰り入れるものでござ

います。 

  続いて歳出の説明をさせていただきます。

６ページをお開きください。 

  款２・保険給付費、項１・療養諸費、目

１・一般被保険者療養給付費の3,３８１万

円は、先ほどの繰入金と同額を増額補正し

財源調整をするものでございます。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

くださるようよろしくお願いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１５「第５７号議案 平成２７年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第５７号議案、平成２７年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算の件につい

て説明をいたします。 

  今回の補正は平成２６年度の介護保険給

付費負担金等の精算によります町への繰出

金、及び平成２６年度介護保険料余剰分の

介護給付費準備基金積立金でございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,

６０６万1,０００円を増額し、歳入歳出の

予算の総額を１９億5,０１１万8,０００円

とするものでございます。 

  それでは、歳出より説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開きく

ださい。 

  款５・基金積立金、項１・基金積立金、

目１・介護給付費準備基金積立金の1,３７

４万5,０００円は、平成２６年度介護保険

料余剰分を積み立てるものでございます。 

  続きまして款７・諸支出金、項２・繰出

金、目１・一般会計繰出金の3,２３１万6,

０００円は、同じく平成２６年度の介護保

険事業における給付実績等の精算により一

般会計に繰り戻すものでございます。 

  それでは歳入の説明をさせていただきま

す。 

  ５ページをお開きください。 

  款９・繰越金の4,６０６万1,０００円は、

平成２６年度決算における繰越金で歳出の

財源とするものでございます。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  日程第１６「第５８号議案 工事請負契

約の一部変更について」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５８号議案、工事請負契約の一部変更

について御説明申し上げます。 

  追加議案書の１ページ、２ページをお開

き願います。 

  本件は平成２７年６月１日に議決いただ

きました吉川支所改修工事及び旧吉川幼稚

園解体工事の変更契約の締結について、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条に規定する契

約であることから、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により議会の議決をお願

いするものでございます。 

  契約の目的は吉川支所改修工事及び旧吉
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川幼稚園解体工事。契約金額は変更前が１

億1,５５６万円、変更後は１億2,０２５万9,

０８０円で、４６９万9,０８０円の増額で

ございます。 

  契約の相手方は大阪府豊能郡豊能町余野

１３９番地の１、株式会社大西建設、代表

取締役大西久幸でございます。 

  変更理由としましては、まず吉川支所改

修工事につきましては２点ございます。 

  １点目はことしの６月、吉川支所正面玄

関入り口の外壁の御影石の一部が落下し、

御影石を設置しているほかの外壁及び内部

側壁の状況を調査した結果、さらに落下す

る危険性があることが判明したため改修す

るものでございます。 

  ２点目は防水対策としまして当初、屋上

全面のシート防水及び既設建具周りのシー

リング打ちかえを施工しましたが、その後

支所２階の天井部分で雨漏りが発生し、調

査した結果、外壁のタイルの亀裂及びタイ

ルの目地の劣化によるものと判明したため、

その部分を改修するものでございます。 

  次に旧吉川幼稚園解体工事でございます

が、舗装面積が増加したこと、また新たに

歩道部分のカラー舗装、ゼブラライン及び

左折禁止表示の設置が必要となったもので

ございます。なお工期は平成２７年６月２

日から平成２８年２月２９日までで変更ご

ざいません。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

決定賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  橋本です。おはようございます。 

  本件について先ほど吉川幼稚園の解体工

事のほうで追加の工事の説明がありました

けども、こちらについて本来、この着手前

に想定できなかったことなのかについてお

聞きします。 

  それと追加で次に二つ目ですけども、今

申し上げた旧吉川幼稚園の関係で、本来こ

れを当初から盛り込んでいた場合と、これ

を追加で今回なってますけども、そのとき

の金額の差についてお聞きします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御質問２点あったかと思います。 

  まず吉川幼稚園解体工事について、着工

前に想定できなかったのかということでご

ざいますが、このたび吉川幼稚園の解体工

事で追加をいたしました主なものは歩道部

分のカラー舗装それからゼブララインの設

置、左折禁止の看板の設置とかそのような

ものでございますけども、これらにつきま

しては着工前については不要というふうに

考えておりましたが、警察と協議をした結

果それらの対策が必要という御指摘をいた

だきまして行ったものでございます。 

  それから旧吉川幼稚園の解体部分の追加

の部分でございますが、直接工事費で費用

を申し上げますとおよそ８９万円の追加が

必要となったというものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  当初は必要なかったけども、警察と協議

した結果必要だということでしたけども、

そのあたり前後がどうかわかりませんが、

それであればそもそも最終その警察と協議

が必要なのであれば、事前にしていればよ

かったんじゃないかという話が１点と、私

が申し上げたその差額というのは追加工事

で得たものじゃなくて、本来それを最初に
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想定して工事をしていれば、要は追加でや

ったことに関して本来もともと想定してや

ってたときと比べてどれだけの無駄な金が

発生したのかという意味でお聞きしました。

その辺についてお聞きします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘のとおり警察との協議につきまし

ては着工前、設計の段階で相談をしておれ

ばこのようなことはなかったというふうに

思っております。それにつきましてはこち

らのそういう手抜かりがあったというふう

に思っております。 

  それから追加した工事費でございますけ

ども、これは最初から設計に入れておって

も金額は変わらなかったものというふうに

考えております。 

○議長（岩城重義君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  本当にそうだったのかというのは非常に

疑問なんですけども、やっぱりその辺は最

初から、もしそういう最終で警察と協議を

するのであれば前後ちゃんとしっかりと確

認をしながら、本来やっぱり事前にしてお

くべきだったと思いますし、そのあたりは

しっかり感じていただきたいなと思います。 

  例えばこれはたまたまこういうようなこ

とでよかったですけど、もし仮にそれのた

めに足場を組まなあかんかったとかいうよ

うなことがあったら、当然それはまた無駄

な工事になりますから、今回はそうでなか

ったかもわかりませんけども、やっぱりそ

ういう無駄が発生しないように今後しっか

りとやっていただきたいと思いますけどい

かがでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、工事

には変更がつきものというふうなことも言

いますけども、このような形での追加と変

更というものはやはりあってはならないと

いうふうに思っておりますので、今後は事

前に十分協議をしてまいりたいというふう

に思います。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ２点お聞きします。 

  先ほど今橋本議員の中で警察と相談した

って、何を相談したんですか。あの道路は

一般道路ですか。警察が入る余地が僕は余

りないように思うんですけどね。民地的な

感じなので。何をどのように相談したかに

ついてお聞きしたいというの１点。 

  ２点目、吉川支所の玄関外壁の御影石が

落下したと、６月なんですよね。何でこれ

をいわゆる委員会にかけるような先議なっ

たのかについてお聞きしたいんです。しか

もこの契約金額から４６９万円増になって

いる中で、この御影石先日２４０万円かな、

何かそれの大半をしめるような金額を使う、

増額されておりますのでね、なぜ６月に落

ちてわかってるのに、しかも業者がおって、

何で９月にでもかけなかったんですか。あ

るいは今回でもきちんとやれないか。私、

先議とか専決いうのは、僕はやってはいか

んと思ってるんですよ。何で６月にわかっ

てんのに、９月の議会もあり１２月の議会

ある中で先議になるか僕はわからない。警

察と相談したいうのも、先ほどどういう、

何を相談したんですか。右矢印をつけろと

かそういうのを相談したのか、詳しく説明

願えますか。警察のどの部と、どの課でも
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結構ですから。よろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず警察との協議の件でございますけど

も、これにつきましては交通安全の分野の

方、恐らく交通課という名前だったという

ふうに思いますけども、その警察と駐車場

の出入りそれから歩行者の安全、これらに

ついて協議をさせていただいたところ御指

摘をいただいたというものでございます。

町道かどうかということでございますけど

も、交差点までは町道、支所の前の道です

ね、あれは町道、一方通行のところは町道

ですが、それから奥については町道ではご

ざいません。 

  それから玄関の、吉川支所の玄関の改修

工事の件でございますけども、なぜ６月の

そういうものが１２月になったのかという

ようなことでございますけども、この落下

しました後、即座にその危険と思われる部

分については職員が直営で撤去したという

ようなことでございました。それから設計

の業者とか施工業者等々、その改修の方法

を、工法も含めてですけど、どのような方

法がよろしいかというようなことも相談を

してまいりましたけども、結果的に９月に

は間に合わず１２月にお願いをするという

ことにしたものでございます。 

  先議の件につきましてはこれから２月末

まで工期はございますけども、なるべく工

期を確保したいという点から議会運営委員

会におきまして先議の件をお願いし、議会

運営委員会で御承認を賜ったというような

ものでございますので御理解をいただきま

すようお願いをいたします。 

  それからその御影石の工事に係る工事費

でございますけども、直接工事費だけで申

し上げますと２４０万円程度かかるという

こととなってございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  これちょっと前、思い出してほしいんで

す。これ幼稚園の跡地は有料駐車場にする

いうてさんざん町長もおっしゃってました。

ほんでそれは有料駐車場にすれば不法駐車

がふえるんじゃないですかという話をして、

警察やオアシスも迷惑かかるんじゃないか

ということで随分議員が指摘ありました。

そのときは誰も、どことも相談してなかっ

たですよね、町は。それで、それではあか

んという形で議員から意見書を出して、有

料駐車場についてはいろいろな問題もあり

まして保留になってると思うんですけどね。

その中でなぜこれだけ安全かについて相談

されたのかについて、私、整合性がわかり

まへんのや。整合性の問題ですよ、町とし

て。いろいろな形で私はそれを指摘したい

んですけどね。何をしたいんやと。このよ

うにしてこのような形でこのような駐車や

ったときは、あそこは狭いという指摘もあ

りました。それを広げてやるなら別やけど、

あそこは広げられへんという感じはありま

すわ。そのような形の中でこんなことやら

れてるから、私は先議というのはおかしい

と、もう少し委員会で思うようにやる形を

主張したかったからです。 

  もう１点、吉川支所は６月ですわ。６月

議会にかけられなかったことわかります。

しかしそれやったら９月の議会にきちんと、

これ５８号議案でも、どういう議案番号は

別としまして、初めから出すべきじゃない

ですか。それを言ってんです。ところが、

今、部長は信じられないことおっしゃいま

した。議会運営委員会で承認したからあん
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たらの責任やというような感じじゃないで

すか。違うでしょう。少なくとも、先議に

してほしい、してほしいという形になって、

僕は苦渋の選択だと僕は思いますよ。私も

議会運営委員会の委員やってますから。そ

れをあたかも議会運営委員会で認められた

からって、そんな形じゃ僕はないと思うん

ですわ。ある一定の理解もせなあかんと私

は思ってます。議員も。そのことを言って

るんですわ。これ議会の責任ですか、部長。

もう一度お答えください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、警察との相談、協議の件で

ございますけども、議員の御指摘のとおり、

以前駐車場の有料化を計画いたしましたと

きには相談が後になったというようなこと

で、計画を策定後に相談に行ったというよ

うなことでございました。このたびも設計

後に警察に相談に行ったという点では相談

が遅かったというふうなことは反省をいた

しておりますけども、交通安全について、

設計後でございましたけども相談にまいっ

たというようなことでおくれたことについ

ては申しわけなかったというふうに思って

おります。 

  それから先議の件でございますが、これ

は何も議会運営委員会で決定していただい

たからと申し上げたつもりはございません

でして、私は議会運営委員会におきまして、

工期の確保をお願いしたいので先議の件に

ついて御配慮を願いたいということをお願

いをし、お認めをいただいたものでござい

まして、何も議会運営委員会がどうのこう

のと申し上げたつもりは全くございません

でして、工期の確保をお願いしたいという

ことから先議をお願いしたものでございま

すので、その点につきましては御了解を賜

りますよう、御理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

（発言する者あり） 

○総務部長（内田 敬君） 

  議案の発送日でございますけども、議案

の発送日がこのたびは１２月４日の全員協

議会に発送したというものでございます。

これにつきましては仮契約が終わってから

議案の発送をすると、この後また動産の取

得等も出てまいりますが同じでございます。

これは仮契約から本契約までの間につきま

しては、これが豊能町だけの慣例かどうか

わかりませんが、おおよそ１週間とか１０

日以内でこのような期間を設けておるとい

うものでございます。したがいまして、議

決をいただく日を想定し、それから逆算を

して契約日を決めておるというようなこと

がこれまでも慣例でございました。これに

ついては議会のほうにも御了解いただいて

おるというふうに思っておったわけでござ

いますが、これも議会運営委員会で議案の

発送が遅いというような御指摘を頂戴しま

したので、今後につきましては議案の発送

に間に合うように調整も検討してまいりた

いというふうな御答弁も申し上げたところ

でございまして、この点についてはまた御

了解をいただきたいというふうに思います。 

  仮契約につきましては、先週この後の動

産の取得もそうでございますけども、先週

のうちに終えたというようなもので、ちょ

うど１週間程度たって、本日現在ではちょ

うど１週間程度たっておるというような状

況でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  これ議案書発送１２月４日でしたか。 

（発言する者あり） 
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○１１番（福岡邦彬君） 

  追加か。 

  僕、４日やったらできたんじゃないの、

議案の中に入れることは。２４日に回って

きましたわね、本会議。ほなできたんじゃ

ないですの。２４日かな。２５日が一般質

問締め切り日なのでね。しかも６月のやつ

でしょう。工期確保というのはわかります

わ、それは。しかし、少なからず、私も全

員協議会のときに言いましたけど、その契

約については議会の承認がなければ無効に

するとかいろいろな形のいわゆるやり方も

あるから、現実的にも最近になって１週間、

そんなもんやろかと思うんです。また云々

言いますけど、この次の次もありますけど、

僕は何か釈然としないんですわ。先議とい

うのはほんまに委員会が機能しないという

ことですわ。皆さん、議員の皆さんもおら

れますけど、やっぱり審査をして、それで、

例え１円のお金でも出すときにはきちんと

すべきだと僕は思うんです。それをあたか

もこういう形で、このまま先議というのが

ついたというのは、二、三年前の阿久根市

のやり方じゃなかったんですか。それを反

省していろいろな法律改正もありましたわ。

それはあくまでも議会というのは、いわゆ

る議会の承認がなければできないんですよ

という話の中から出てきてると思うんです

よ。先議や専決がいかに議会を無視してる

かいうのを皆さんもうちょっと理解してく

ださいな。本当に。もう答弁は結構です。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  仮契約ということが言われておりますけ

れども、変更前の１億1,５５６万円、これ

は契約され、１回目に契約された金額を言

ってるわけですね。この契約の範囲内でこ

の玄関の壁の落下について賄えるんじゃな

いかというふうなこともちょっと耳にした

んですけれども、これはきちっと査定され

た結果、こういうふうな４６９万9,８００

円ですか、この差額が増額になったという

ことでちょっと確認させていただきたいの

と、それと落下の、職員の皆さんが危ない

からいうことでたくさんの出入りがあるの

で御影石をきちっと取り除いたということ

で私も確認しておりますけれども、その落

下したところを見るとどうも工事の粗雑さ、

また手抜き工事ではなかったのかというよ

うなこともちょっと耳にして聞いておりま

すけれども、その点はどうだったのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目の変更契約の金額でございま

すけども、変更契約といいますのは当初想

定しなかった工事について追加をしたりそ

れから減額をしたりというようなことをす

るものでございまして、このたびは減額で

はなく追加工事があったというようなこと

で増額の変更をお願いするものでございま

す。先ほども申し上げましたが、支所の玄

関の工事に伴います費用は直接工事費で申

し上げますけどもおよそ２４０万円、それ

から吉川支所の２階の雨漏りに伴います部

分が５８万円程度、それから旧吉川幼稚園

の解体に伴いますものがおよそ８９万円程

度というようなことでございます。これら

の合計に係ります諸経費が４７万円程度か

かり、また消費税が３５万円程度かかると

いうようなことで、合計をいたしまして４

６９万9,０８０円の増額となるものでござ

います。 

  それから吉川支所の玄関の御影石部分の
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工事でございますけども、過去のことでご

ざいますのでわかりませんけども、私も現

場を見ましたが、セメントの袋が詰めてご

ざいましたり中が全く空洞になっておりま

したり、そのようなことがございましたの

で、見る限りにおいては議員の御指摘のと

おりのそのような手抜き工事があったとい

うふうなことは考えられますが、もう今と

なっては、昭和５１年か５２年の工事でご

ざいますので、当時のことはちょっと把握

できておらないということでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  そういうことが判明したということだと

思うんですけれども、これは大分前の工事

ですので工事の件はこれからやはり増額さ

れて、大きな財政難の中で増額になって、

やはりきちっとした工事をしていただくた

めにはやはり立ち会いをしっかりして検査

する、また専門的な工事の知識のある方が

町にはいらっしゃると思いますので、その

点はきちんと立ち会って工事、安全・安心

でやはり通行できるような状況をやっぱり

きちっとつくっておかなければならないと

思いますので、この点についてはやはり確

実な手抜き工事いうことは、悪く言えばそ

ういうことになるんですけれども、そのよ

うなことを今後は起こらないように点検、

きちっと立ち会いしていくいうことも大事

じゃないかと思います。その点確認させて

いただきます。 

  それと金額の件は、やはりその当初の金

額で賄えるんじゃないかいうようなことも

聞いてただけに少し不審に思うんですけれ

ども、これは確実に計算されたというふう

に受けとめるしかないと思うんですけれど

も、この点についてもやはり今後はきちっ

とした全体の工事の範囲を確実につかんで

やはり進めていくべきだと思いますので、

その点についても改めて確認させていただ

きたいと思います。御答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず工事のでき上がりについてというよ

うな御指摘でございました。これにつきま

しては当然検査もいたしますけども、ふだ

んの工事監理、これも非常に大事というふ

うに思っておりますので、工事監理また竣

工検査ともども両方今後とも誠実にやって

まいりたいというふうに思っております。

また金額の精査につきましても今後ともそ

れについても精密にやってまいるというこ

とで御理解願いたいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  この件に関しましては今行政のほうから

も答弁あったように、完全な行政のミスや

なという感じがしております。私これ見た

ときに以前に、ちょっと反対の観点からで

すけども、吉中の耐震補強があったときに

屋上のパラペット部分が塗装してなかった

んですよ。あれをやろう思ったら、さっき

橋本議員から話ありましたように、これは

足場して物すごい金がかかるんですよ。結

局してないんですよ。今回はこれの反対、

全く逆の形になってますね。だからいつも

そういって行政の怠慢、まず第一やろ。そ

れと財政難という形の中で非常に全く危機

感がないと。さっき福岡議員からも話あり

ましたように１円たりともいう認識はどこ

へいったのかなという感じがいたします。

安直な対応をしてるからこういう形になる
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ので。見積もりに関してはもっと勉強して

ほしいと思うんですけども、例えば１億の、

利益率を考えても１億円の１％と1,０００

万円の１％は違うでしょう。そうするとこ

の４６９万円は４６９万円にはならないは

ず。半分以下になるんやと私は思います。

私も仕事してますので見積もりします。見

積もりの中でじゃあ利益率何ぼなんやとい

うときに全体の額と見たときに１億円と1,

０００万円と利益率何ぼ違います。絶対額

が変わってくるでしょう。もうそんなん普

通常識から考えたらわかりますやん。そん

な４６９万円もかかるわけない。かかるわ

けないって、そんな見積もりはしないです

よ。もっと真剣に見積もりに対してやって

いかなあかんと思う。もっと言うたらこん

な４６９万円ぐらい１億何ぼ、1,０００万

やったらいいやないかという業者も中には

おるでしょう。だからもっと真剣にその入

札に関しては対応してほしい。どうですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今の御指摘は当初から設計に入れておけ

ば金額はもっと安かったはずであるという

ような御指摘であろうかというふうに思い

ます。この変更契約といいますのは当初の

落札率を掛け算をいたしまして契約額を決

めるということになってございますので、

設計金額そのままが契約金額になるもので

はございません。当初の設計金額と変更後

の設計金額の差、これに落札率を掛け算す

るというものでございますので、当初から

設計に入っておったかどうかについて契約

額が変わるというものではございませんの

で、まことに申しわけなく思いますけども、

このたびの変更を金額につきましては当初

から入っておっても追加で入れても金額は

変わらないというようなものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  そういうことを言うておるんちゃいます

ねん。見積もりっていうのはそういうもん

じゃないんですよ。全体の中でどういう施

工しようか、全体を考えてやるのと、私も

やってますけど追加の仕事なんかかけたら

１００％出ますよ、はっきりいうたら。知

れてますもん。これ１億1,５５６万円でし

ょう。その中の４６９万円ですわ。こんな

もん知れたもんですわ、私に言わせたら。

これが最初から入っておったらこの金額に

なっておったか、なってないですよ。はっ

きり言いますわ。だから最初の時点で見積

もりをするときにきちっとしなさいという

ことを今言うてるんです。反省せなあかん。

何ですか今の答弁は。どうです。反省しま

すか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどから何回もおわびを申し上げたつ

もりでございましたがまだおわかりいただ

けなかったというようなことで、大変申し

わけなく思っておりますが、大変深く反省

をしておるところでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  １番・野村です。 

  この第５８号議案の中に支所の改修工事

も含まれている。タイルのとこから結果防

水シートを張った後にまだ雨漏りしておっ

たよっていう話もあります。このことにつ

いてもやはり事前の見積もりの甘さという

のを思うわけですけれど、この議案につい
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ては私はもうはっきりいって反対なんです

わ。反対する前に一言御質問をさせていた

だきたいと思います。これ甘いと思います

がいかがですか。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  見積もりが甘いと思いますがいかがお考

えですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに追加した工事につきましては当初

からわかっておったであろうと、例えば今

議員のおっしゃった雨漏りの追加でござい

ますとか駐車場におきますカラー舗装など、

これについては最初から入れることはでき

たというふうに考えております。ただその

吉川支所の御影石、玄関の御影石について

はこれは事故でございますので、当初から

わからなかったというようなことでござい

ますけども、当初からわかっておるはずで

あった部分については入れておくべきであ

ったというふうに思っております。その意

味からいえば御指摘のとおり、設計が甘か

ったというふうに言わざるを得ないという

ふうに思います。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

○９番（永並 啓君） 

  何点かちょっと質問させてもらいます。

橋本議員の質問でもありましたけど、警察

への相談ですね。これは必要不可欠なもの

なのか、町としてのその相談というのがど

ういう位置づけになってるのかということ

と、あそこ有料の話が３月にちょっと出た

ときに、議員のほうからの付帯決議でやめ

るべきだということにもなった結果、有料

化しないということですが、このときも議

員のほうからオアシスであり警察なりいろ

いろな相談をしたのかと、事前に相談した

のかというところで結局されてなかったわ

けですね。そしたら議会でそのときに指摘

されたことというのはどういうふうに行政

の中で反映されているのか、そこをお聞か

せいただきたいです。 

  それと後１点は、ちょっと手抜き工事み

たいな感じの話が出てますけども、これは

もうちょっと詳しく説明していただけます

か。というのがそれを議会運営委員会のと

きにそういった可能性のことも言われてた

ら絶対先議じゃないですよ、委員会なんで

すよ。でもただあくまでも事故として落ち

たというような感じの話だったんで、工期

の確保上しょうがない、渋々のところがあ

って、もうその選択しかないですから受け

ましたけども、そういった言葉が一言でも

入ったら議会運営委員会の中でも流れって

全然変わったと思うんですね。そういった

かなり重要な情報だと思うんですが、そう

いったところの懸念部分を報告されなかっ

た理由をお聞かせいただきたい。それでそ

ういったものが行政の中で把握されてるん

であれば、当然思うのがほかのところは大

丈夫なのかと。よく横浜のくいの問題でも

何かあったらほかのとこも調査を一斉にし

ますよね。したけども他は安全ですという

ところがありますから、そういったのがわ

かったら一度リセットする意味でも調べる

のが普通なのかなと思うんですけど、そう

いったことはされるのかまたお聞かせくだ

さい。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、警察への相談の件でござい

ますけども、この警察への相談、絶対必要
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かというとそういうことではなかったとは

いうふうに思いますけども、設計の後では

ございましたが警察のほうに安全、交通安

全について相談にまいったところ御指摘を

いただいたということでございます。 

  それから駐車場の有料化のときには行か

なかったではないかと、反省してるかとい

うようなことでございますが、このたびも

本来でしたらば設計の前に警察に先に相談

に参って必要な対策をとるべきだったとい

うふうに思っております。また二重に失敗

をしたということでようなことでございま

すけども申しわけなかったというふうに思

っております。 

  それから支所のその玄関の落下事故でご

ざいますけども、これを議会運営委員会で

言っていただければというようなことでご

ざいましたが、これについては議会運営委

員会でその議案の説明をというようなこと

がこれまでもなかったいうふうに思ってお

りまして、先議の理由については工期の確

保をお願いしたいというようなことを申し

上げたのであって、その議案の中身をとい

うような御質問もなかったし、これまでも

議案の中身を議会運営委員会で申し上げた

というようなことはなかったと思っており

まして、こういう問題がありますというこ

とを積極的に言うべきであるという御指摘

でございますので、今後につきましてはそ

ういう、特に問題があることについては申

し上げることが必要であれば申し上げると

いうふうなことを注意してまいりたいとい

うふうに思います。 

  それからほかの施設の調査でございます

けども、これについては現在のところその

ような予定はございません。 

○議長（岩城重義君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  相談について反省してるかどうかではな

くて、指摘されたことが、ここにおられる

方は聞いてますよね。それが実際に職員、

末端のほうまで議会でこういうことが指摘

されましたというところがどういうふうに

伝わってるかということをお聞きしてるん

です。反省してるかどうかじゃなくて。そ

れが何かここだけで終わってるような感じ

がする。だから結局、相談なんかを委員会

とかで相談、近隣にオアシスとか警察に相

談したかというところの回答が相談してま

せんでした、でもこれからはしてください

よといったことが伝わってないから、今回

みたいな、相談が結局設計の後になって追

加費用が発生するというようなことにつな

がってるんじゃないかなと思うので、そこ

の議会で指摘されたことをどういうふうに

伝えるような、意思命令決定過程というの

はどうできているのかというとこをお聞き

しているわけです。 

  それでもう１点の、議会運営委員会の中

で説明しなかったということですけど、い

やそれはあくまで何の問題もない場合で、

それでただの工期の変更としか聞いてなか

ったから、それならしょうがないよねです

けども、そういう疑わしきものがあるとか

っていう場合には、やはりそういうのを聞

けばやはり委員会に行くのが自然なわけで

すから、それは事前に出さないと、何かそ

れを聞いてしまうとどうしても何か委員会

でされたくないのかなと、いろいろな追及

されて、本当は工期の確保じゃなくいろい

ろなのが出てくるのが嫌なんじゃないかな

というふうに疑ってしまいますよ。そうし

たらこれから先議のことを、普通に先議し

なければいけないような、どうしてものこ

とが出てきたとしても、ほんまか、ほんま

か、やっぱりやめようかってなりますよ。

だからそういうのがあった後からぽろぽろ、
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ぽろぽろ出てくるんだったら、最初にそう

いうのはしっかり出していただかないと僕

はいけないと思いますよ。ぜひともほかの

ところ、そういうものがあるんだったらち

ょうどいい機会なわけですから一度再点検

というものはするべきだと思いますけどい

かがですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議会におきます数々の指摘事項につきま

しては、ここにおりますのは部長級だけで

ございますのでそれぞれ部長級が直接聞い

ておるわけでございますが、別室では課長

級も聞いておりますし、我々議会のことに

ついては当然部長、課長通じて職員に伝わ

っておるものというふうに考えておるわけ

でございます。 

  それから議会運営委員会での説明の仕方

でございますけども、これまで私、先ほど

も申し上げたとおり議運で議案の中身を説

明したことがなかったわけでございまして、

今後は議案の中身にも触れるようにという

ようなことが御指導ございましたら当然議

会運営委員会の場で説明してまいりたいと

いうふうに考えております。 

  それからほかの施設への点検でございま

すけども、これについては必要があればや

ってまいりますけども、今のところそのよ

うな点検が必要であるというような認識は

ないというようなものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  では部長も聞いてて課長も聞いてて末端

まで伝わってるという理解ですよね。そう

したらその中で今回、議会からも付帯決議

等で指摘されていたこと、相談とかきっち

りするということができていなかった。で

きていなかった結果、できていないという

事例が起こったわけですね。そうしたらそ

れについてどういうような対策をとられる

のかをお聞かせいただきたいと思います。

僕はもう行ってないと思ってたので、行っ

てなかったら行く対策をとらないといけな

いですよね。行ってたんであれば、それが

できていなかったんであれば、できていな

かったことに対する対策をとらないといけ

ない。何か問題が起こったら何か対策をと

って解決していかないと思うのでそこをお

聞かせください。 

  それと、やはり何か出てきた場合は、今

回それほど人的な被害も出てないわけです

から、ある意味ラッキーな部分、ただ落ち

ただけということでね。これがそういった

のでもそういう手抜きとかいろいろな工事

の何か問題があるんじゃないかって疑わし

き疑念があったら、僕ならすぐほか大丈夫

かと、ほかのところその当時にその会社が

したところは大丈夫かとかいろいろと調べ

るようなことがあってもいいかなと思いま

すけど、そういう危機管理というかリスク

の認識はございませんか。ぜひともそれは、

ちょうどいい機会なんだから一度過去の事

例を調べて整理しておくと行政の安心も担

保できますし、いいと思いますけどいかが

ですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議会での御指摘についての対応でござい

ますけども、先ほども申し上げたとおり部

長は課長に、課長はまた職員にというふう

に伝えておるというふうに思っておりまし

て、それが徹底できていなかったのでこの

ようなことが、警察への相談が今回もおく
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れたというようなことでございますので、

反省はしておりますけども今後ともしっか

りと事前に対応するように徹底してまいり

たいと思います。どう対応するかと、対策

をするかということでございますが、徹底

する以外にないというふうに思いますので

その点御理解を願いたいというふうに思い

ます。 

  それからほかの施設の点検でございます

けども、危機管理の面からそれは必要があ

れば当然点検は必要というふうに思います

けども、今の段階では各施設について危険

性を点検をするというような必要は今のと

ころないというふうに思っておりますので、

その点についても御理解を願いたいと思い

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  暫時休憩いたします。再開は１１時１５

分とします。 

（午前１１時０２分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  いや、質疑は終結してもうたんで。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  この際、暫時休憩いたします。再開は放

送をもってお知らせいたします。 

（午前１１時１７分 休憩） 

（午前１１時５１分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まずはおわび申し上げます。今回の契約

の変更につきまして警察との調整など事前

にすべきことができていなかったという結

果、今回契約の変更となったということで

ございまして、本当にこちらにつきまして

は事前調整できていなかったということに

ついておわび申し上げます。また今後この

ようなことがないように努めてまいりたい

と思いますのでどうぞ御理解いただきたい

と思っております。 

  それと他の施設、皆さん御心配しておら

れますと思いますけども、他の施設の安全

性につきましてはこの施工を行った事業者

のものについて、特に豊能町で施工を行っ

ているこの事業者のものについて調べまし

て、そういったことがないようなことにつ

いて再度確認をしていって施設の安全性に

ついては確認してまいりたいと思いますの

で、どうか御理解いただきましてお願いし

たいと思います。まことに本当にこのよう

な事態になりましたことについては心から

おわび申し上げます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ４番・橋本です。賛成の立場で討論しま

す。 

  一つ、先ほども町長、申し上げていただ

きましたけど、例えば同業者の関係で施設

の状況確認等々おっしゃっていただきまし
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たけど、本来そういうようなことであれば

しっかりと、我々がそういう質問が出たと

きにはもうそういうことはしてるというよ

うなことを本来言うていただきたかったし、

やっぱりそういうようなことも含めて今後

も少しそういう問題が出たときにはどうす

べきかというところをしっかりとロジック

を持ってやっていただきたいなと。それは

多分一事が万事で、そういうロジックに基

づいていろいろな検討等々を今後していた

だきますように、していただきたいという

ことをお願いしたいと思います。ただこの

件については業者さんには特に何も悪い点

等々ありませんので、賛成とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

（発言する者あり） 

○４番（橋本謙司君） 

  個人でいいです。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の

方は御起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（岩城重義君） 

  起立多数であります。 

  よって第５８号議案は原案のとおり可決

されました。 

  日程第１７「第５９号議案 動産の取得

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５９号議案 動産の取得について御説

明申し上げます。追加議案書の３ページ、

４ページをお開き願います。 

  本件は消防職員被服等の取得について議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条に規定する契

約に該当することから、地方自治法第９６

条第１項第８号の規定により議会の議決を

お願いするものでございます。 

  取得する動産は消防職員被服等、契約金

額は７９１万3,４８４円、契約の相手方は

大阪府東大阪市小阪本町２丁目１３番１７

号、株式会社ナカジマ、代表取締役中嶋寛、

契約の方法は指名競争入札でございます。 

  なお本件の指名業者は５社でしたが２社

が辞退し応札は３社でございました。予定

価格は税別で７４０万4,３８５円、落札価

格は税別で７３２万7,３００円、落札率は

９９.０％でございました。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

決定賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  今ちょっと異なことを聞きました。９9.

０％とおっしゃいましたけど、いわゆる５

社あって、２社が辞退で３社の内訳教えて

いただけますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町の場合は予定価格を公表していない

入札については１回の入札につき３回の札

を入れるようにしております。今回の入札

につきましては、１回目の入札につきまし

ては５社ともが参加をいたしまして５枚の

入札がございましたが、２回目の札を入れ

ましたのが３社ということでございました。

それで３社が応札ということでございます。
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ちなみに指名業者につきましては大興制服

株式会社、株式会社ナカジマ、株式会社ひ

ゃくまさ、辰野株式会社、株式会社イマジ

ョーでございまして、この５社が１回目は

全て参加をし、２回目の札につきましては

株式会社ひゃくまさと辰野株式会社が辞退

をし、ほかの３社が応札をしたということ

でございました。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私９９％、価格は５社あったら、いわゆ

る超えたんですか、その、９９％で落札し

てるんやから、５社もあればばらつきある

と思うんですわ、５社。違いますかな。指

名競争、普通の場合、常識的に考えてでっ

せ。君たちの、いわゆる契約する人間の常

識ちゃいますよ、私らの常識として考えて

くださいね。住民としての常識として５社

あったら１００から９９の間に５社があっ

て何で不調になったかという問題と、２回

目で３社になったと、何で２社が逃げたと

か、そういうことも踏まえて詳しく説明し

てもらえますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず入札額でございますけども、１回目

の入札の最低の価格を示したものは７４０

万7,３００円を示しましたが、これにつき

ましては予定価格が、税抜きでございます、

税抜きで７４０万7,３００円を示しました

が、先ほど申し上げたとおり予定価格は７

４０万4,３８５円でございましたので入札

不調ということになりました。２回目の札

につきましては７３２万7,３００円の応札

がございましたので落札をしたということ

でございます。ちなみに１回目の最低額は

先ほど申し上げた７４０万7,３００円です

が、最高額は８２４万7,８００円という応

札がございました。２回目はただいまお示

ししております額が最低額で、最高額は８

１３万8,５５０円、いずれも税抜きでござ

いますが、そういう金額の応札があったも

のでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  川上議員からうまく言ってもらいました。

予定価格をなぜ公表しないかという問題と、

もう１点、この問題について私、前５８号

議案、５９号議案、６０号議案と同じです

けど、なぜ先議になったんですか。そのい

わゆる第１回目、第２回目というのは入札

されて、入札の公告もされてるときに、相

当な前のことだと思うんですけど。これは

なぜですかね。なぜ先議にせないかんかっ

た、理由がもうひとつわかりませんのや。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町においては一般競争入札と指名競争

入札をやっておりますが、一般競争入札に

つきましては工事それから工事を伴う設計

業務等、これらにつきましては一般競争入

札を実施しておりましていずれも原則とし

て予定価格を公表しております。このたび

の物品の購入等につきましては指名競争入

札を行っておりまして、それにつきまして

は予定価格を公表していないと、そういう

ルールでやっているものでございます。 

  それから先議につきましては、これは消

防の職員というものは、消防の職員の被服

というものは注文発注といいますか、あつ
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らえでつくるものでございまして、納期は

３月末まであるわけでございますけども、

納期をなるべく確保したいということから

先議をお願いをしたものでございます。御

理解賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

  ４回目か。済みません。４回になってま

うんやね。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  何やて。３回目やろ。３回終わってない

と思いますよ。 

（発言する者あり） 

○議長（岩城重義君） 

  ３回終わりました。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  何。もう一遍言うて。巻き戻してくれる

か。俺ぼけてんのかな。２回と思いますよ、

僕は。３回、何でした。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  回答２回しかなかった。 

○議長（岩城重義君） 

  ３回ありました。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ちょっと一遍休憩して。回してくれ。 

○議長（岩城重義君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後０時０２分 休憩） 

（午後０時０５分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。再開

いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の

方は御起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（岩城重義君） 

  起立多数であります。 

  よって第５９号議案は原案のとおり可決

されました。 

  日程第１８「第６０号議案 動産の取得

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第６０号議案、動産の取得について御説

明申し上げます。 

  追加議案書の５ページ、６ページをお開

き願います。 

  本件は消防現場活動物品等の取得につい

て議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条に規定す

る契約に該当することから、地方自治法第

９６条第１項第８号の規定により議会の議

決をお願いするものでございます。 

  取得する動産は現場活動物品等。契約金

額は７１３万１６０円。契約の相手方は大

阪府大阪市西区新町３丁目８番１０号、株

式会社近商、代表取締役今橋泰喜。契約の

方法は指名競争入札でございます。なお本

件の指名業者は５社でしたが１社が辞退し

応札は４社でございました。予定価格は税

別で８０４万8,０００円、落札価格は税別

で６６０万2,０００円、落札率は８2.０％

でございました。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

決定賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
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○議長（岩城重義君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  １回目。これ先ほどの消防職員の被服等

について、この業者近商いうのは確か聞い

たように思ったんですけど、逆に５社で１

社辞退という形ですけど、この指名競争入

札で先ほどの被服のナカジマいうのもやっ

ておったどうかについてお聞きしたかった

んです。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防職員被服等の購入と現場活動物品等

の購入について重複している業者は１社も

ございません。現場活動物品等の指名業者

５社につきましてはキンパイ商事株式会社、

株式会社近商、株式会社赤尾大阪営業部、

ミドリ安全株式会社尼崎支店、ジェット商

事株式会社でございました。このうちミド

リ安全株式会社尼崎支店が辞退をし、１回

目の応札で４社あり、株式会社近商が落札

をしたということでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ２回目。これは先議にせなあかんという

理由があったんですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本件につきましても発注してからの製作

となりますので、納期を確保したかったと

いうことがございます。同じ理由でござい

ます。御理解いただきますようお願いいた

します。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  被服ならば皆４０何人のわかりますわ、

採寸するとかね。これあくまでも火災現場

のヘルメットって、これやっぱりそんなに

時間かかるもんですか、正直。大体はよそ

であつらえなあかんもんですか。その契約

期間として。これをお聞きしたい。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防の被服並びに今回の物品、この物品

につきましては防火衣などでございますけ

ども、いずれにつきましてもネームであり

ますとかマークでありますとかそのような

ものが、既製品ではない部分がございます

のであつらえとなるということで、先議を

もってお願いをし納期を確保したいという

ことでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩城重義君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の

方は御起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（岩城重義君） 

  起立多数であります。 

  よって第６０号議案は原案のとおり可決

されました。 
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○議長（岩城重義君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、１２月８日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後０時１２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 ６号報告 専決処分の報告の件（和解及び損害賠償額の決定） 

第 ８号承認 専決処分事項の承認を求める件（豊能町議会の議員その他 

       非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例改正の件） 

第 ９号承認 専決処分事項の承認を求める件（職員の退職手当に関する 

       条例改正の件） 

第１０号承認 専決処分事項の承認を求める件（豊能町消防団員等公務災 

       害補償条例改正の件） 

第４９号議案 消防事務の委託に伴う関係条例の整理等に関する条例制定 

       の件 

第５０号議案 豊能町税条例改正の件 

第５１号議案 豊能町保育の必要性の認定の基準を定める条例改正の件 

第５２号議案 豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例改正の件 

第５３号議案 指定管理者の指定について 

第５４号議案 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに 

       伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

第５５号議案 平成２７年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５６号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第５７号議案 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第５８号議案 工事請負契約の一部変更について 

第５９号議案 動産の取得について 

第６０号議案 動産の取得について
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  １番 

 

        同    ２番 

 

 


